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�愛媛県告示第７１１号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第１項の規定に

基づき、次のとおり特約業者の指定をした。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

指 定
年 月 日

株式会社 ヤスハラ
代表取締役 安原史紀 今治市末広町１丁目３番地１３ 平成２１年

５月１日
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�愛媛県告示第７１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

住友別子病院 医療法人住友別
子病院 新居浜市王子町３番１号 平成２１年

４月１日

加藤整形外科 医療法人廣紀会 宇和島市和霊元町四丁目
２番８号

平成２１年
４月１日

ユウユウ薬局 株式会社スエト
ップ

四国中央市妻鳥町１５４７－
１

平成２１年
４月１日
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�愛媛県告示第７１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

なだまち鍼灸接
骨院 篠 原 仁 伊予市灘町２１９番地５ 平成２１年

５月７日

�愛媛県告示第７１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示
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○ 介護機関（居宅介護支援事業者）の指定………………………………５２６

○ 介護機関（特定福祉用具販売事業者）の指定…………………………５２６

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定……………………………………５２７

○ 介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の指定………………５２７

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更………………………………５２７

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の変更………………………………５２７

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出………………………５２８

○ 指定介護機関（特定福祉用具販売事業者）の廃止の届出……………５２８

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の廃止の届出………………………５２８

○ 指定介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の廃止の届出…５２８

○ 医師の指定…………………………………………………………………５２９

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………５２９

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………５３０

○ 指定自立支援医療機関の名称の変更……………………………………５３１

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間…………………………………５３１

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可………………………………………５３１

○ 道路の供用開始（県道多喜浜泉川線）…………………………………５３１

○ 土地改良区役員の就退任の届出（３件）………………………………５３２

○ 土地改良事業の計画の変更の認可………………………………………５３３

○ 土地改良事業の工事完了の届出（２件）………………………………５３３

○ 道路の区域変更（県道長浜中村線）……………………………………５３３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………５３４

公 告

○ クリーニング師試験の施行………………………………………………５３４

告 示

発 行 愛 媛 県

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

渡辺医院 いまなかクリニック 医療法人諒真会 新居浜市高田一丁目１－３ 平成２１年３月２６日

毎週（火・金）曜日発行 第２０６８号 平成２１年５月２６日

平成２１年５月２６日火曜日 第２０６８号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第７１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

住友別子病院 住友金属鉱山株
式会社 新居浜市王子町３番１号 平成２１年

３月３１日

加藤整形外科病
院 医療法人廣紀会 宇和島市和霊元町四丁目

２番８号
平成２１年
４月１日

�愛媛県告示第７１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように指定した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人新居浜市社会福
祉協議会 新居浜市高木町２番６０号 なごみの里「金栄」 新居浜市高木町８番２６号 平成２１年４月１日

医療法人岸田メディカルクリ
ニック

四国中央市妻鳥町字宮ノ西１５
０６番地１ 岸田メディカルクリニック 四国中央市妻鳥町字宮ノ西１５

０６番地１ 平成２１年４月１日

フランスベッド株式会社 東京都昭島市中神町１１４８番地
５

フランスベッド株式会社メデ
ィカル四国中央営業所 四国中央市妻鳥町９８０－１ 平成２１年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人西予市社会福祉
協議会 西予市野村町野村１２号１５番地 社会福祉法人西予市社会福祉

協議会城川支所 西予市城川町下相９３８番地 平成２１年４月１日

石井オアシス・ケアサービス
有限会社 松山市北久米町１００４番地７ 居宅介護支援事業所おあしす

日吉
今治市南宝来町一丁目２番地
１広瀬ビル３Ｆ 平成２１年４月１日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

フランスベッド株式会社 東京都昭島市中神町１１４８番地
５

フランスベッド株式会社メデ
ィカル四国中央営業所 四国中央市妻鳥町９８０－１ 平成２１年４月１日

株式会社山田 四国中央市上分町７１８番地 介護ショップ山田 四国中央市金生町下分８６５番
地川之江総合支所５Ｆ２号室 平成２１年４月９日

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号

５２６
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�愛媛県告示第７１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人新居浜市社会福
祉協議会 新居浜市高木町２番６０号 なごみの里「金栄」 新居浜市高木町８番２６号 平成２１年４月１日

医療法人岸田メディカルクリ
ニック

四国中央市妻鳥町字宮ノ西１５
０６番地１ 岸田メディカルクリニック 四国中央市妻鳥町字宮ノ西１５

０６番地１ 平成２１年４月１日

フランスベッド株式会社 東京都昭島市中神町１１４８番地
５

フランスベッド株式会社メデ
ィカル四国中央営業所 四国中央市妻鳥町９８０－１ 平成２１年４月１日

有限会社キャンパス 西条市丹原町池田１６５１番地１ ベストケア・デイサービスセ
ンター丹原 西条市丹原町池田１６５１－１ 平成２１年３月１日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

フランスベッド株式会社 東京都昭島市中神町１１４８番地
５

フランスベッド株式会社メデ
ィカル四国中央営業所 四国中央市妻鳥町９８０－１ 平成２１年４月１日

株式会社山田 四国中央市上分町７１８番地 介護ショップ山田 四国中央市金生町下分８６５番
地川之江総合支所５Ｆ２号室 平成２１年４月９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番１３
号

（変更後）
シニアセンターｖｉｖｉｄ

（変更後）
新居浜市徳常町５番８号

平成２１年２月１日
（変更前）
デイサービスセンター若水館

（変更前）
新居浜市若水町一丁目９番１３
号

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号

５２７
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�愛媛県告示第７２３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）から、特定福祉用具販売事

業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）から、特定介護予

防福祉用具販売事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番１３
号

（変更後）
シニアセンターｖｉｖｉｄ

（変更後）
新居浜市徳常町５番８号

平成２１年２月１日
（変更前）
デイサービスセンター若水館

（変更前）
新居浜市若水町一丁目９番１３
号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社

東京都新宿区百人町一丁目２５
番１号

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社四国中央営業
所

四国中央市妻鳥町９８０－１森
商第２ビル１階 平成２１年３月３１日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る特定福祉用具販売事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社

東京都新宿区百人町一丁目２５
番１号

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社四国中央営業
所

四国中央市妻鳥町９８０－１森
商第２ビル１階 平成２１年３月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社

東京都新宿区百人町一丁目２５
番１号

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社四国中央営業
所

四国中央市妻鳥町９８０－１森
商第２ビル１階 平成２１年３月３１日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社

東京都新宿区百人町一丁目２５
番１号

フランスベッドメディカルサ
ービス株式会社四国中央営業
所

四国中央市妻鳥町９８０－１森
商第２ビル１階 平成２１年３月３１日

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号
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�愛媛県告示第７２７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸 外 科 医療法人綮愛会石川

病院 谷 川 和 史 四国中央市上分町７３２－１ 平成
２１年５月１日

肢 体 不 自 由 形成外科・美
容外科

医療法人綮愛会石川
病院 佐々木 梨 恵 四国中央市上分町７３２－１ 〃

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 市立八幡浜総合病院 松 井 洋 人 八幡浜市大平１－６３８ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市立八幡浜総合病院 須 賀 紀 文 八幡浜市大平１－６３８ 〃

肢体不自由・ぼうこう又は直腸
機能障害・小腸機能障害 消化器外科 愛媛県立新居浜病院 吉 山 広 嗣 新居浜市本郷３－１－１ 〃

肢 体 不 自 由 内 科 西予市立宇和病院 武 智 和 子 西予市宇和町卯之町１－２４６－１ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・小腸機能障害 内 科 松野町国民健康保険

中央診療所 清 水 雄 三 北宇和郡松野町大字延野 １々４０６－４ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 いまなかクリニック 今 中 徹 新居浜市高田１－１－３ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 亀 井 節 也 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－１ 〃

肢 体 不 自 由 脳神経外科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 浦 元 広 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－１ 〃

聴覚・言語・音声・平衡・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 白 馬 伸 洋 東温市志津川 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

小 児 科 愛媛県立子ども療育
センター 若 本 裕 之 東温市田窪２１３５ 〃

肢 体 不 自 由
整形外科・リ
ハビリテーシ
ョン科

愛媛県立子ども療育
センター 松 本 瑠以子 東温市田窪２１３５ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 小 児 科 四国中央市国民健康

保険新宮診療所 日 野 ひとみ 四国中央市新宮町新宮５０ 〃

心臓機能障害・じん臓機能障害 循環器内科 愛 媛 労 災 病 院 中 島 唯 光 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

聴覚・言語・音声・平衡・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 木 谷 卓 史 東温市志津川 〃

聴覚・言語・音声・平衡・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 小 川 日出夫 東温市志津川 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 医療法人伊藤医院 伊 藤 久 代 西条市飯岡原之段１２９２ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸機能障
害

外科・内科 医療法人伊藤医院 伊 藤 民 雄 西条市飯岡原之段１２９２ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 西 条 中 央 病 院 石 丸 雅 巳 西条市朔日市８０４ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 西 条 中 央 病 院 濱 本 雄一郎 西条市朔日市８０４ 〃

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 大 塚 知 明 東温市志津川 〃

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 愛媛県立新居浜病院 河 野 浩 明 新居浜市本郷３－１－１ 〃

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 医療法人沖縄徳洲会

宇和島徳洲会病院 松 本 秀一朗 宇和島市住吉町２－６－２４ 〃

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号
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平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２９号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

本 宮 数 浩 本 宮 眼 科 ク リ ニ ッ ク 伊予市下吾川９０８－１ 医療法人本宮眼科クリニック 伊予市下吾川９０８－１ 平成２１年
４月１日

加 藤 廣 嗣 医療法人廣紀会加藤整形外科
病院 宇和島市和霊元町４－２－８ 医療法人廣紀会加藤整形外科 宇和島市和霊元町４－２－８ 〃

兒 玉 明 洋 西 予 市 立 野 村 病 院 西予市野村町野村９－５３ 西 予 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町１－２４６
－１ 〃

井 村 真 里 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３－１－１ 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 〃

鈴 木 秀 明 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲字ヤスパ甲５７０ 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 〃

白 石 俊 隆 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３－１－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会
今 治 病 院 今治市喜田村７－１－６ 〃

角 田 匠 房 医療法人広仁会広瀬病院 八幡浜市昭和通１２８０－９ 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３－１－１ 〃

中 川 博 道 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町城辺甲２４３３－
１ 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４ 〃

高 田 秀 実 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町城辺甲２４３３－
１ 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４ 〃

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

肢体不自由・ぼうこう又は直腸
機能障害 外 科 医療法人綮愛会石川

病院 松 野 裕 介 四国中央市上分町７３２－１ 平成
２１年３月３１日

肢 体 不 自 由 形 成 外 科 医療法人綮愛会石川
病院 北 村 弥 生 四国中央市上分町７３２－１ 〃

小腸・ぼうこう又は直腸機能障
害 外 科 公立学校共済組合四

国中央病院 尾 形 頼 彦 四国中央市川之江町２２３３ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 四国中央市国民健康

保険新宮診療所 越 智 拓 良 四国中央市新宮町大字新宮５０ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・小腸機能障害 内 科 松野町国民健康保険

中央診療所 豊 崎 浩一郎 北宇和郡松野町大字延野 １々４０６－４ 〃

肢 体 不 自 由
整形外科・リ
ハビリテーシ
ョン科

愛媛県立子ども療育
センター 脇 田 智 夫 東温市田窪２１３５ 〃

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 山 口 昌 彦 東温市志津川 〃

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 宇 野 敏 彦 東温市志津川 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 赤 澤 哲 子 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 松 本 俊 彦 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 松 本 賢 治 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 循環器内科 愛 媛 労 災 病 院 橋 本 弦 太 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛 媛 労 災 病 院 東 良 和 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号

５３０
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�愛媛県告示第７３０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６４条第１項の規定

に基づき、指定自立支援医療機関の名称を変更した旨の届出があっ

た。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

加藤整形外科病院 加藤整形外科 平成２１年４月１日

�������
�愛媛県告示第７３１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２１年５月２６日から６月８日まで

�������
�愛媛県告示第７３２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所において

告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２１年５月２６日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

１工区

宇和島市大浦字長浦甲４番４４から甲２５７３番１３に至る間の地先

公有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地点を結ぶ
平成１２年秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋２．１８メートル）における公

有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点 宇和島市住吉町字住吉山乙７００番８国土地理院「住吉」

四等三角点（北緯３３度１３分３１．８０４秒、東経１３２度３３分２７．８７４秒）

�の地点 基点から真北３３８度２５分３６秒４５６．９９メートルの地

点

�の地点 �の地点から真北４度２６分５３秒８．１９メートルの地
点

�の地点 �の地点から真北８度４２分２９秒４．５８メートルの地
点

�の地点 �の地点から真北１０度００分３６秒２０．２６メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１１度４７分３５秒１６．５６メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１１度１６分１７秒３．５０メートルの地
点

�の地点 �の地点から真北１１度１５分２４秒２０．００メートルの
地点

	の地点 �の地点から真北１１度１５分２２秒２０．００メートルの
地点


の地点 	の地点から真北１１度１５分３３秒１７．００メートルの
地点

�の地点 
の地点から真北７度４０分１６秒５２．９４メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北３５８度３２分５８秒７．９８メートルの
地点

の地点 �の地点から真北３５５度０９分３４秒１０．０３メートル
の地点

�の地点 の地点から真北３５１度４２分２３秒９．０３メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北３４８度０８分１５秒１９．４８メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北３４６度１６分１２秒１０．４９メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北３４３度４９分５２秒９．５１メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北３４７度５７分１３秒１３．２３メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北３５８度３５分５５秒２５．９９メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒５．６３メートルの地
点

� 面積

２，４４１．９３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年２月２３日 愛媛県指令１２港第５２６号

４ しゅん功認可年月日

平成２１年５月２６日

�愛媛県告示第７３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号

５３１
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�愛媛県告示第７３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市祝谷土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 清 俊 松山市祝谷五丁目４番７号

〃 松 田 一 郎 松山市祝谷六丁目１３２５番地

〃 古茂田 準 一 松山市祝谷二丁目９番１６号

〃 能 田 貢 松山市祝谷四丁目６番５号

〃 山 本 良 文 松山市祝谷一丁目７番２３号

〃 野 本 菅 栄 松山市祝谷六丁目１２０９番地

〃 古茂田 宏 則 松山市祝谷一丁目７番４号

〃 松 本 邦 男 松山市祝谷五丁目３番２６号

〃 中 山 節 子 松山市祝谷二丁目２番６号

〃 栗 林 昭 三 松山市祝谷五丁目４番５号

〃 野 本 桂 子 松山市祝谷五丁目７番４号

〃 古茂田 修 松山市祝谷六丁目１２９６番地

〃 松 本 義 雄 松山市祝谷四丁目２番８号

監 事 野 本 和 馬 松山市祝谷六丁目１３０１番地３

〃 丸 山 隆 松山市祝谷四丁目９番２２号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 清 俊 松山市祝谷五丁目４番７号

〃 富 田 恭 司 松山市道後緑台１１番２１号

〃 古茂田 準 一 松山市祝谷二丁目９番１６号

〃 能 田 貢 松山市祝谷四丁目６番５号

〃 丸 山 隆 松山市祝谷四丁目９番２２号

〃 野 本 菅 栄 松山市祝谷六丁目１２０９番地

〃 古茂田 宏 則 松山市祝谷一丁目７番４号

〃 松 本 邦 男 松山市祝谷五丁目３番２６号

〃 平 松 久 夫 松山市祝谷一丁目７番３６号

〃 栗 林 昭 夫 松山市祝谷五丁目４番５号

〃 栗 林 敬 松山市祝谷五丁目１番１１号

〃 辻 田 隆 一 松山市祝谷六丁目１１６３番地

〃 松 本 濬 哲 松山市祝谷三丁目６番１号

監 事 野 本 和 馬 松山市祝谷六丁目１３０１番地３

〃 古茂田 一 松山市祝谷二丁目７番３８号

�������
�愛媛県告示第７３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市新浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 稔 松山市新浜町１０番４６号

〃 吉 田 秋 盛 松山市東山町１７番１０号

〃 藤 田 博 松山市内浜町４番１５号

〃 黒 田 光 正 松山市松ノ木一丁目１０番３号

〃 石 崎 恵 松山市高浜町二丁目乙１４番地１９８

〃 黒 田 盛 秋 松山市石風呂町８８８番地

〃 森 信 雄 松山市高浜町六丁目１６８４番地

〃 高 山 浩 一 松山市梅津寺町乙５６番地１６８

〃 石 崎 元 数 松山市高浜町六丁目１６８８番地

〃 木 西 悦 徳 松山市高山町９番２２号

〃 重 松 清 信 松山市松ノ木一丁目１０番３０号

監 事 松 本 恵 生 松山市新浜町９番２号

〃 石 崎 義 典 松山市高浜町六丁目１７４２番地１

〃 五領田 誠 志 松山市松ノ木一丁目９番２６号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 本 啓 一 松山市東山町６番２５号

〃 山 本 恒 雄 松山市東山町１８番９号

〃 藤 田 博 松山市内浜町４番１５号

〃 山 � 博 光 松山市松ノ木二丁目６８３番地２

〃 五領田 誠 志 松山市松ノ木一丁目９番２６号

〃 黒 田 盛 秋 松山市石風呂町８８８番地

〃 藤 原 政 明 松山市新浜町１０番３０号

〃 高 山 浩 一 松山市梅津寺町乙５６番地１６８

〃 水 口 啓太郎 松山市高浜町二丁目１４５９番地３

〃 北 野 宏 之 松山市高浜町四丁目１５３３番地

〃 舛 矢 庄 蔵 松山市高浜町六丁目１７３２番地

監 事 松 本 恵 生 松山市新浜町９番２号

〃 森 淳 一 松山市新浜町１２番４号

〃 森 卓 治 松山市高浜町六丁目１７６６番地

�������
�愛媛県告示第７３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市梅本地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市郷三丁目甲５７０番８から

同甲５５２番２まで
平成２１年５月２６日

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号

５３２



��������������

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 達 雄 松山市小野町３７番地

〃 永 井 武 信 松山市北梅本町２８２９番地

〃 八 木 清 文 松山市北梅本町２２７３番地

〃 森 貞 幹 夫 松山市北梅本町２３３５番地

〃 森 貞 敬 一 松山市北梅本町９３４番地

〃 奥 村 敦 視 松山市北梅本町１１５２番地

〃 奥 村 和 孝 松山市南梅本町乙１９０番地１

〃 宮 内 康 二 松山市北梅本町８１３番地２

〃 松 本 範 良 松山市平井町３５０６番地

〃 宮 内 勝 正 松山市南梅本町６０７番地

〃 家 久 英 雄 松山市南梅本町７５６番地

〃 宮 内 保 松山市南梅本町７６４番地

〃 津 川 満 洋 松山市南梅本町７９３番地

〃 渡 部 寛 一 松山市南梅本町９２６番地

〃 桑 原 英 信 松山市南梅本町８６３番地

〃 久 保 武 志 松山市南梅本町１１３３番地

〃 田 中 孝 明 松山市水泥町６９３番地１

〃 岡 本 文 昭 東温市西岡７８８番地

監 事 宮 内 賢 三 松山市南梅本町６３０番地２

〃 伊 藤 博 松山市北梅本町２０３２番地２

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 貞 哲 美 松山市北梅本町３１２３番地

〃 宮 内 英 世 松山市北梅本町２６４２番地

〃 八 木 清 文 松山市北梅本町２２７３番地

〃 森 貞 幹 夫 松山市北梅本町２３３５番地

〃 森 貞 敬 一 松山市北梅本町９３４番地

〃 奥 村 敦 視 松山市北梅本町１１５２番地

〃 奥 村 和 孝 松山市北梅本町乙１９０番地１

〃 宮 内 康 二 松山市北梅本町８１３番地２

〃 松 本 範 良 松山市平井町３５０６番地

〃 宮 内 勝 正 松山市南梅本町６０７番地

〃 家 久 英 雄 松山市南梅本町７５６番地

〃 宮 内 保 松山市南梅本町７６４番地

〃 津 川 満 洋 松山市南梅本町７９３番地

〃 渡 部 寛 一 松山市南梅本町９２６番地

〃 桑 原 英 信 松山市南梅本町８６３番地

〃 東 英 雄 松山市南梅本町１０６９番地

〃 田 中 孝 明 松山市水泥町６９３番地１

〃 岡 本 冨士広 東温市西岡９５０番地３

監 事 宮 内 賢 三 松山市南梅本町６３０番地２

〃 伊 藤 博 松山市北梅本町２０３２番地２

�������
�愛媛県告示第７３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

八幡浜市土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（農業用用

排水施設整備事業・八幡浜南部地区）の計画の変更を平成２１年５月

１４日認可した。

平成２１年５月２６日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第７３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、内子町から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（農
道） 宮の下地区 平成２１年１月２０日

�������
�愛媛県告示第７３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、内子町から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２１年５月２６日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（農
道） ノマズ地区 平成２１年１月２０日

�愛媛県告示第７４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９６１番１から

同市多田甲１４３３番２まで

旧 ５．０～１５．５ ０．１８０

新 ５．０～１３．０ ０．１８０

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号

５３３



公 告

�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリ－ニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項の規定

による平成２１年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成２１年９月１０日（木）午前９時

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

� 実地試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２１年７月２７日（月）から８月３日（月）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部 健康衛生局 薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県告示第７４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９６１番１から

同市多田甲１４３３番２まで
平成２１年５月２７日

平成２１年５月２６日 発行

愛 媛 県 報平成２１年５月２６日 第２０６８号

５３４


